
本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
五
十
三
号
） 

（
産
業
創
造
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

埼
玉
県
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
に
新
た
に
導
入
及
び
更
新
す
る
試
験
研
究
機
器
に
係
る
使 

 

用
料
及
び
手
数
料
を
定
め
、
並
び
に
こ
れ
ら
の
額
を
改
定
す
る
と
と
も
に
、
利
用
実
績
の
な
い 

 

老
朽
化
し
た
機
器
・
試
験
項
目
を
廃
止
し
、
そ
の
使
用
料
・
手
数
料
の
規
定
を
条
例
か
ら
削
除 

 

す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 

㈠ 

使
用
料 

 
 

 

次
の
二
点
を
条
例
に
追
加
す
る 

 
 

 

・ 

レ
ー
ザ
ー
加
工
機 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
時
間 

一
、
六
一
〇
円 

 
 

 

・ 

エ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
測
定
シ
ス
テ
ム 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
時
間 

三
、
一
七
〇
円 

 
 

 

次
の
使
用
料
を
改
定
す
る 

 
 

 

・ 

真
円
度
測
定
機 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
一
時
間 

 
 

六
三
〇
円 

 
 

 

・ 

冷
熱
衝
撃
試
験
機 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
時
間 

 
 

五
五
〇
円 

 

㈡ 

手
数
料 

 
 

 

次
の
二
点
を
条
例
に
追
加
す
る 

 
 

 

・ 

エ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
測
定
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
測
定 

 
 

 
 

一
時
間 

七
、
三
一
〇
円 

 
 

 

・ 

冷
熱
衝
撃
試
験
機
に
よ
る
試
験 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
時
間 

一
、
七
七
〇
円 

 
 

 

次
の
手
数
料
を
改
定
す
る 

 
 

 

・ 

キ
ャ
ス
試
験 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
四
時
間 

三
、
七
三
〇
円 

 
 

 

・ 

真
円
度
測
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
試
料
一
測
定 

三
、
一
一
〇
円 

 
 

 

・ 

顕
微
鏡
試
験
片
調
製 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
〇
分 

二
、
一
七
〇
円 

 

㈢ 

次
の
六
点
を
条
例
か
ら
削
除
す
る 

 
 

 

使
用
料 

 
 

 

・ 

疲
労
試
験
機 

 
 

 

・ 

動
的
粘
弾
性
測
定
装
置 

 
 

 

・ 

か
く
は
ん
機 

 
 

 

手
数
料 

 
 

 

・ 

シ
ー
ト
状
試
料
の
強
度
試
験 

 
 

 

・ 

溶
解
法
に
よ
る
混
用
率
試
験 

 
 

 

・ 

膜
厚
測
定 

b1ddd66424d6339e3c216f01a21f4397



三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
八
年
三
月
一
日 

 
 

た
だ
し
、
二
㈢
に
つ
い
て
は
公
布
の
日 
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